
大和市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第３４号 

大和市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市国民健康保険税条例施行規則（昭和４６年大和市規則第４５号）の一部を次のように改正

する。 

第１条中「第２９条」を「第３３条」に改める。 

第２条中「第２７条」を「第３１条」に改め、同条第３号中「第１４条」を「第１８条」に改め

る。 

第３条中「第１５条第３項」を「第１９条第３項」に改める。 

第４条中「第２６条」を「第３０条」に改める。 

第５条第１項中「第２９条第１項第１号」を「第３３条第１項第１号」に改め、同条第３項中

「第２９条第１項第２号」を「第３３条第１項第２号」に改める。 

第６条第１項中「第２９条第２項」を「第３３条第２項」に改め、同条第２項中「第２９条第２

項ただし書」を「第３３条第２項ただし書」に改め、同条第３項中「第２９条第２項」を「第３３

条第２項」に改める。 

第７条中「第３０条第１項」を「第３４条第１項」に改める。 

第８条中「交付を」の次に「市長に」を加える。 

第１０条を第１１条とし、第９条を第１０条とし、第８条の次に次の１条を加える。 

（減免の取消し） 

第９条 市長は、第６条第３項の規定により減免の決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該

当することとなったときは、当該者の減免を取り消し、及び減免となった額を当該者に対し賦課

するものとする。 

(1) 条例第３３条第１項第２号に規定する減免を受けた理由が消滅した旨の申告をしなかったと

き。 

(2) 偽りその他不正な手段により条例第３３条第２項の規定による申請を行ったと認められると

き。 

附則第３項第１号中「（令和７年度」を「（令和８年度」に、「令和４年度分から令和７年度

分」を「令和５年度分から令和８年度分」に、「令和７年４月１日から令和８年３月３１日」を



「令和８年４月１日から令和９年３月３１日」に改め、同項第２号中「平成２６年度」を「平成

２６年中」に改め、「令和４年度分であって、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの納

期に係る国民健康保険税全額及び」を削り、「令和７年４月１日から令和８年３月３１日」を「令

和８年４月１日から令和９年３月３１日」に改め、同項第３号中「平成２７年度」を「平成２７年

中」に、「令和４年度分から令和５年度分まで」を「令和５年度分」に、「令和７年４月１日から

令和８年３月３１日」を「令和８年４月１日から令和９年３月３１日」に改め、同項第４号中「平

成２８年度」を「平成２８年中」に、「令和４年度分から令和６年度分まで」を「令和５年度分及

び令和６年度分」に、「令和７年４月１日から令和８年３月３１日」を「令和８年４月１日から令

和９年３月３１日」に改め、同項第６号から第８号までを削り、同項第５号中「平成２９年４月１

日に指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域並びに」を削り、「令和４年度分か

ら令和７年度分」を「令和５年度分から令和８年度分」に、「令和７年４月１日から令和８年３月

３１日」を「令和８年４月１日から令和９年３月３１日」に改め、同号を同項第６号とし、同項第

４号の次に次の１号を加える。 

(5) 平成２９年中に指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域である場合（上位所

得層の場合を除く。） 令和５年度分から令和７年度分までであって、令和８年４月１日から令

和９年３月３１日までの納期に係る国民健康保険税全額及び令和８年度分であって、令和８年４

月１日から令和９年３月３１日までの納期に係る国民健康保険税のうち、１００分の５０に相当

する額 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


